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「国連グローバル・コンパクト」への参加について 

 

太平洋セメント株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：不死原正文 以下、

当社）は、「国連グローバル・コンパクト（United Nations Global Compact）」（以下 UNGC）

の理念に賛同し、５月２５日付けで参加企業として登録されました。 

 
当社グループは、「持続可能な地球の未来を拓く先導役をめざし、経済の発展のみならず、環境への

配慮、社会への貢献とも調和した事業活動行う」ことを経営理念として掲げています。 

UNGC が定める「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」からなる４分野 10 原則の理念に賛同し参加する

ことで、グループ経営理念に掲げた事業活動をより一層着実に実践し、持続可能な社会の実現に貢献し

てまいります。 

 

「国連グローバル・コンパクト」４分野１０原則 

 

人権 原則１ 人権の保護支持と尊重 

 原則２ 人権侵害への非加担 

労働 原則３ 結社の自由と団体交渉の実効的な承認 

 原則４ 強制労働の撤廃 

 原則５ 児童労働の実効的な廃止 

 原則６ 雇用と職業の差別撤廃 

環境 原則７ 環境課題に対する予防的アプローチ 

 原則８ 環境に対する責任の引き受け 

 原則９ 環境にやさしい技術の開発と普及 

腐敗防止 原則１０ 強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止へ取り組む 

 

 

 

＜本件に関する問合せ先＞ 

太平洋セメント株式会社 総務部ＩＲ広報グループ 

TEL．03-5801-0334 FAX．03-5801-0344 

e-mail．ir-com@taiheiyo-cement.co.jp 

 


